
11　

●利用会員（子育てのお手伝いを受けたいかた）
　町内在住で、概ね小学校低学年以下の子どもの保護者
●協力会員（子育ての応援ができるかた）
　町内在住のかた
●両方会員
　利用会員と協力会員の両方を兼ねることもできます。

●保護者のやむを得ない事情により、子どもを預かる。

ファミリーサポートセンターとは

表２　申し込みの受付日時と場所

表３　平成23年度保育料（月額）

※１世帯から２人の児童が入所する場合は、第２子が半
　額に、３人以上が入所する場合は、第２子が半額、第
　３子以上が０円となります。

▼募集内容
　①随時募集　②平成24年度年間雇用臨時保育士
▼勤務地　①②とも町内の公立保育園
▼採用条件　保育士の資格を有するかた、
　または取得見込みのかた
▼賃金
　（平成23年度）　時給852円
▼提出書類　白鷹町臨時職員登録申請書
　＊総務課に準備しています。
　＊町ホームページからもダウンロードできます。
▼採用
　①入所児童数により職員定数に不足が生じた段階で随
　　時採用。
　②平成24年度入所児童数により採用人数決定。
▼雇用期間　採用から当該年度末まで。
＊書類を提出されたかたは「白鷹町日々雇用職員登録名
　簿」に登録され、必要に応じて名簿登録者の中から面
　接及び書類審査のうえ採用します（採用及び選考につ
　いては原則60歳未満のかたを優先的に行う予定です。
　名簿登録者全員が採用されるものではありません）。
■書類提出先　総務課総務係（☎85－6120）
■問い合わせ　健康福祉課子育て支援係（☎86－0212）

問い合わせ
健康福祉課子育て支援係

（健康福祉センター内・☎86－0212）

協力会員を募集しています。子どもと接するのが
大好きなかた、ご連絡をお待ちしています。

●保護者の出勤・出張など仕事の都合で子どもを預かる。
●保育園や学校までの送迎などを行う。
　　など ･･･

　援助を受けた後、利用会員が協力会員に支払います。

　活動中の事故に備えて、財団法人女性労働協会を保険
契約者とするファミリーサポートセンター補償保険に加
入します。

　
■問い合わせ
　健康福祉課子育て支援センター（☎86－0212）

受付日時
10 月 12 日（水）～ 31日（月）
午前９時～午後５時 15分

※土・日・祝祭日は除く。月曜日は夜７時まで。
受付場所

健康福祉課子育て支援係
（健康福祉センター内・☎ 86－ 0212）




